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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

１．基本的事項 
〇 道路照明灯等（以下、照明灯）の一連の電気契約手続きのうち、【受注者向け】の作業に特化した要領書が、 

本要領書になります。 

   つきましては、本要領書に基づき、漏れなく電気契約手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。 

   

〇 照明灯の契約異動については、以下の 4 種類が存在します。 

・ 新規契約（４ページ以降）：照明灯を新設し引込線を接続する（電気を使用できるようにする）際に必要 

・ 内容変更（８ページ以降）：電気料金の変更（契約容量(W)の変更や、2 灯 1 契約⇒3 灯 1 契約に増設等）

の際に必要 

・ 契約廃止（12 ページ以降）：照明灯を撤去し引込線を切断する（電気を使用できなくする）際に必要 

・ 契約修正（契約者名義の変更）：請求先の情報（契約者名義、請求先住所、所在住所など）を変える際に必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約廃止の例 新規契約の例 内容変更の例 

照明灯を新設

し、引込線を 

接続する 

灯具を交換し、

使用する電気

容量が変わる 

引込線を切断し、

照明灯を撤去する 

臨港道路 

→市道 

市町村移管等のように、

契約者名義が変わる 

契約修正の例 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

２．留意すべき事項 
〇 照明灯を「新規契約」する際には、「内容変更」や「契約廃止」がないか確認し、漏れなく手続きを行ってください。 

 

〇 照明灯の設置・撤去による契約異動の大部分は、電柱か照明灯の移設によるものであることから、「契約廃止」と「新規

契約」を同時に行うことが大半です。 

このため、電柱を移設する工事や、照明灯を移設する工事等（工事等には修繕も含む、以下同じ）を実施する際に

は、本要領書の「新規契約」と「契約廃止」手続きを、漏れなく行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 令和５月１月 10 日より、公衆街路灯契約の WEB 廃止申込の運用が開始されましたので、「公衆街路灯契約の契

約廃止」手続は、必ず WEB 申込を行うこととしますが、「公衆街路灯契約以外（WEB 廃止申込未対応）の契約廃

止」については、従来どおりの電話による廃止申込とします。 

なお、手続きに必要な申込 URL やシステム利用マニュアルなどは、関西電力（株）のホームページを参照ください。 

【関西電力ホームページ】 https://biz.kepco.jp/construction/teiatsu/ 

 

〇 発注者の指示により市町村移管等を行う場合は、「契約修正」により契約者名義の変更を行ってください。 

 

〇 工事、事故等または天災等により、照明灯の撤去や復旧を行う場合は、本要領書の「新規契約」、「内容変更」または

「契約廃止」手続きを、必要に応じて漏れなく行ってください。 

 

〇 道路照明灯以外（上屋電力、保安照明設備、その他設備関係など）の電力会社との電気契約手続きについても、

本要領書に準拠してください。 

また、工事等担当課と都度、協議をしてください。 

  

https://biz.kepco.jp/construction/teiatsu/
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

３．具体的な手順 

４ページの全体フロー図のうち、「工事等受注者」（黄色着色）の欄が、【受注者向け】の記載となります。 

また、４ページのフロー図中の（１）～（29）と、５ページ以降の（１）～（29）が対応しております。 

 

 

 
３－１ 新規契約の手順                                 ※表中の「工事」には修繕も含む。 

総務運営課 

（支払担当） 

台帳管理担当 

（発注者または 

各課管理担当等） 

工事等担当課 

（発注者） 
工事等受注者 電力会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）担当間の事前協議により、台帳管理担当を選定 

（２）工事等発注 

（３）工事等請負契約 

の締結 

（４）電気契約手続き 

の準備を指示 

（５）現地調査、 

申込内容の作成 

（６）申込内容（案）

の提出 

（７）申込内容（案）

の審査 

（８）申込内容（案）

の確認 

（９）下記の発番及び通知 

◎ 台帳上の管理番号 

◎ 集約請求お客さま番号 

（10）電気契約手続き 

の指示 

（11）申込書の 

作成、申請 （12）受理 

（13）送電日の案内 

（受付番号等） 

（17）照明灯工事の実施、

管理番号標の設置 

（14）送電日の案内メール

を工事担当者へ転送 

（15） 

台帳管理 

担当者に 

メール転送 

（16）台帳に追記 

（メールも保存） 

◎ 送電日 

◎ 本受付番号 

◎ 託送申込番号 

◎ 託送受付番号 

 

（18）工事完了 （19）送電 

（25） 

請求書の発行 

（20）下記資料を提出 

 

☆ 電気使用申込（控） 

☆ 送電日の報告 

 ・（16）の本受付番号等 

☆ お客さま名 

☆ お客さま番号 

☆ 供給地点特定番号 

☆ 施工証明書 

☆ 台帳情報 

・ 引込柱番号 

・ 灯数、W 数 等 

☆ 写真 

・ 上記台帳情報を 

判読できるもの 

（21） 

資料の受理 

及び提出 

（紙＋データ） 

（22） 

資料の保存 

（紙＋データ） 

（共有フォルダ格納） 

電気使用申込書（控）を添付

し、行政文書管理システムで

資料登録等 

（同一の文書番号の枝番号で管理） 

（23） 

共有フォルダへ格納後、

関係者に周知 

（24） 

支払担当者へ新規契約分

の下記について情報共有 

 

◎ 送電日（＝利用開始日） 

◎ 初回の支払日 

◎ 集約請求お客さま番号 

◎ 個別のお客さま名 

◎ 個別のお客さま番号 

◎ 担当職員名（監督員） 

（26） 

請求書の受理 

（28） 

請求書の確認 

（電気料金マッチングシステム） 

（27） 

請求書の複数チェック 

（新規契約の反映確認） 

（29）支払い手続き 

支払担当者から請求書の写し等が

届かない場合は、必ず支払担当者

に問合せを行うこと。 

《新規契約》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

（１）事前協議 【発注者】 

  工事等担当課と台帳管理担当間で、設置予定の照明灯の設置場所や数量、電気容量等について協議します。 

 

 

（２）～（３）工事等発注時における仕様書等への明示 【受注者】 

工事等担当課は、照明灯更新工事等で照明灯を新設する場合、特記仕様書等に次のような文章を明示することになっ

ておりますので、本要領書に基づき、工事等受注者において確実に実施いただきますよう、お願いいたします。 

 

「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事または修繕を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等にかか

る電力会社との契約手続きについては、最新版の「道路照明灯等の電気契約事務に係る要領書【受注者向け】」に基

づき、工事等受注者において確実に実施しなければならない。」 

  

 

（４）電気契約手続準備の指示 【発注者】 

  現地調査及び電気使用申込に必要となる電柱番号等

の調査について、工事等担当課から工事等受注者に対し

て、工事打合せ簿により指示します。 

 

 

 

（５）～（６）電気使用申込内容の提出 【受注者】 

工事等受注者は、現地調査を踏まえて契約名義や

お客さま番号以外の電気使用申込に必要な事項（大

阪港湾局と電力会社間で締結する新規契約のお客さ

ま名、お客さま番号、住所、及び電柱・引込柱番号

等）について、工事打合せ簿により工事等担当課へ提

出してください。 

 

 

（７）申込内容の審査 【発注者】 

工事等受注者から提出された電気使用申込に必要な事項について、工事等担当者が審査します。 

 

 

（８）～（９）申込内容確認及び照明灯管理番号の発番、集約お客さま番号の通知 【発注者】 

  台帳管理担当が大阪港湾局（府営港湾）独自の台帳管理番号（照明灯の管理番号）を発行します。 

 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯について、電気使用申込に必要な事項を提出します。

　・新設所在地　：　○○市○○町○－○

　　電柱番号　：　○○○○
　　申込容量　：　○○W　×　○灯

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《新規契約》 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の電気契約手続きのための、現地調査及び電気使用申込に必要な事項の
調査を指示します。

　・新設所在地　：　○○市○○町○－○

添付図 1 葉、その他添付図書

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

（10）電気契約手続の指示 【発注者】 

  電気使用申込書の作成、電気契約申請の手続

き及び工事等完了時における電気使用申込書等の

電気契約関係書類の提出について、工事等担当課

から工事等受注者に対して、工事打合せ簿により指

示します。 

 

 

（11）～（16）電気使用申込の申請～送電日の案内 【受注者】 

工事等受注者は、電気使用申込書により電力会社への電気契約申請を行ってください。 

また、電力会社から送電日の報告メールが送信されるため、当該メールの内容を工事等担当課へ提出（転送含む）して

ください。 

【電気使用申込書の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力 HP より 

 

 

（17）～（19）工事実施・管理番号標設置・工事完了・送電 【受注者】 

工事等受注者は、照明灯新設工事等の実施、並びに発番された照明灯管理番号標の現地への設置、工事等完了報

告として電力会社への施工証明書を提出してください。 

また、工事等受注者は、電力会社からメールにより通知されるお客さま番号・供給地点特定番号のお知らせを、電気契約

関係書類として、当該メールの画面を工事等担当課へ提出してください。 

 

《新規契約》 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の電気契約手続きの申請を指示します。

　・照明灯管理番号　：　123-45-678（○○市○○町○－○）
　・契約名義　：　○土 123-45-678

　工事完了時に、電気使用申込書（控）、お客さま番号・供給地点特定番号のお知らせ、施工証
明書、台帳情報、写真を提出すること

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

【施工証明書の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20）～（24）電気契約関係書類の提出・保管・共有 【受注者】 

工事等受注者は、特記仕様書に基づく電気契約関係書類(電気使用申込書（控）、送電日の報告、お客さま番号・

供給地点特定番号のお知らせ、施工証明書、台帳情報及び写真などの資料）を工事等担当課に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（25）～（29）請求書発行と内容確認・支払手続き 【発注者】 

発注者間で請求書等の確認を行い、問題がなければ、支払い手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の新設工事が完了したため、電気契約関係書類を提出します。

　・照明灯管理番号　：　123-45-678（○○市○○町○－○）
　・お客さま番号　：　12-34-5678-999999
　・契約名義　：　○土 123-45-678

添付図 葉、その他添付図書 電気使用申込書（控）、送電日の報告、お客さま番号・
供給特定地点番号のお知らせ、施工証明書、台帳情
報、写真

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《新規契約》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

８ページの全体フロー図のうち、「工事等受注者」（黄色着色）の欄が、【受注者向け】の記載となります。 

また、８ページのフロー図中の（１）～（29）と、９ページ以降の（１）～（29）が対応しております。 

 

  

３－２ 内容変更の手順                                 ※表中の「工事」には修繕も含む。 

総務運営課 

（支払担当） 

台帳管理担当 

（発注者または 

各課管理担当等） 

工事等担当課 

（発注者） 
工事等受注者 電力会社 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）担当間の事前協議により、台帳管理担当を選定 

（２）工事等発注 

（３）工事等請負契約 

の締結 

（４）電気契約手続き 

の準備を指示 

（５）現地調査、 

申込内容の作成 

（６）申込内容（案）

の提出 

（７）申込内容（案）

の審査 

（８）申込内容（案）

の確認 

（９）下記の通知 

◎ 台帳上の管理番号 

◎ 個別のお客さま番号 

（10）電気契約

手続きの指示 

（11）申込書の 

作成、申請 （12）受理 

（13）送電日の案内 

（受付番号等） 

（17）照明灯工事の実施、

管理番号標の設置 

（14）送電日の案内メール

を工事担当者へ転送 

（15） 

台帳管理 

担当者に 

メール転送 

（16）台帳に追記 

（メールも保存） 

◎ 送電日 

◎ 本受付番号 

◎ 託送申込番号 

◎ 託送受付番号 

 

（18）工事完了 （19）送電 

（25） 

請求書の発行 

（20）下記資料を提出 

 

☆ 電気使用申込（控） 

☆ 送電日の報告 

 ・（16）の本受付番号等 

☆ お客さま名 

☆ お客さま番号 

☆ 供給地点特定番号 

☆ 施工証明書 

☆ 台帳情報 

・ 引込柱番号 

・ 灯数、W 数 等 

☆ 写真 

・ 上記台帳情報を判

読できるもの 

（21） 

資料の受理 

及び提出 

（紙＋データ） 

（22） 

資料の保存 

（紙＋データ） 

（共有フォルダ格納） 

（23） 

共有フォルダへ格納後、

関係者に周知 

（24） 

支払担当者へ変更契約分

の下記について情報共有 

 

◎ 送電日（＝変更反映日） 

◎ 変更後、初回の支払日 

◎ 集約請求お客さま番号 

◎ 個別のお客さま名 

◎ 個別のお客さま番号 

◎ 担当職員名（監督員） 

（26） 

請求書の受理 

（28） 

請求書の確認 

（電気料金マッチングシステム） 

（27） 

請求書の複数チェック 

（変更契約の反映確認） 

（29）支払い手続き 

〇 工事等または天災等により、灯具の灯数またはＷ数が変わる場合、電力会社との契約の変更について、必ず検討 

〇 電力会社との契約の変更が必要な場合は、以下のフロー図に従うこと 

支払担当者から請求書の写し等が

届かない場合は、必ず支払担当者

に問合せを行うこと。 

電気使用申込書（控）を添付

し、行政文書管理システムで

資料登録等 

（同一の文書番号の枝番号で管理） 

《内容変更》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

（１）事前協議 【発注者】 

 工事等担当課と台帳管理担当間で、設置予定の照明灯の設置場所や数量、電気容量等について協議します。 

 

 

（２）～（３）工事等発注時における仕様書等への明示 【受注者】 

工事等担当課は、照明灯の更新工事等により、２灯１契約を３灯１契約に増設する場合や、電気容量の変更を伴う

灯具の付替えを行う場合、特記仕様書等に次のような文章を明示することになっておりますので、本要領書に基づき、工事

等受注者において確実に実施いただきますよう、お願いいたします。 

 

「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事または修繕を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等にかか

る電力会社との契約手続きについては、最新版の「道路照明灯等の電気契約事務に係る要領書【受注者向け】」に基

づき、工事等受注者において確実に実施しなければならない。」 

  

 

（４）電気契約手続準備の指示 【発注者】 

  現地調査及び電気使用申込に必要となる電柱番

号等の調査について、工事等担当課から工事等受注

者に対して、工事打合せ簿により指示します。 

 

 

 

（５）～（６）電気使用申込内容の提出 【受注者】 

工事等受注者は、現地調査を踏まえて電気使用申込

に必要な事項（大阪港湾局と電力会社間で締結済の現

契約のお客さま名、お客さま番号、住所、電柱・引込柱番

号、及び変更内容等）について、工事打合せ簿により工

事等担当課へ提出してください。 

 

 

（７）申込内容の審査 【発注者】 

工事等受注者から提出された電気使用申込に必要な事項について、工事等担当者が審査します。 

 

 

（８）～（９）申込内容確認、台帳との照会及び既存契約の確認 【発注者】 

台帳管理担当が大阪港湾局（府営港湾）独自の台帳管理番号（照明灯の管理番号）を発行します。 

 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯について、電気使用申込に必要な事項を提出します。

　・変更所在地　：　○○市○○町○－○

　　電柱番号　：　○○○○
　　申込容量　：　○○W　×　○灯

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の電気契約手続きのための、現地調査及び電気使用申込に必要な事項の
調査、道路照明灯台帳の確認（契約名義、お客さま番号、引込柱の記載の有無）を指示します。

　・変更所在地　：　○○市○○町○－○

添付図 葉、その他添付図書 道路照明灯台帳

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《内容変更》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

（10）電気契約手続の指示 【発注者】 

  電気契約変更申請の手続き及び工事等完了時に

おける電気使用申込書等の電気契約関係書類の提

出について、工事等担当課から工事等受注者に対し

て、工事打合せ簿により指示します。 

 

 

（11）～（16）電気使用申込の申請～送電日の案内 【受注者】 

工事等受注者は、電気使用申込書により電力会社への電気契約変更申請を行ってください。 

また、電力会社から送電日の報告メールがあれば、当該メールの内容を工事等担当課へ提出（転送含む）してください。 

 

【電気使用申込書の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※関西電力 HP より 

 

（17）～（19）工事実施・管理番号標設置・工事完了・送電 【受注者】 

工事等受注者は、照明灯新設工事等の実施、並びに発番された照明灯管理番号標の現地への設置、工事等完了報

告として電力会社への施工証明書を提出してください。 

また、その後、電力会社から送信されるメールがあれば、電気契約関係書類として、当該メールの内容を工事等担当課へ

提出（転送含む）してください。 

 

 

 

 

《内容変更》 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の電気契約変更申請の手続きを指示します。
　・照明灯管理番号　：　123-45-678（所在地：○○市○○町○－○）
　・契約名義　：　○土 123-45-678
　・変更内容　：　LED灯容量変更　100W → 60W

　工事完了時に、電気使用申込書（控）、お客さま番号・供給地点特定番号のお知らせ、施工証
明書、台帳情報、写真を提出すること

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

【施工証明書の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20）～（24）電気契約関係書類の提出・保管・共有 【受注者】 

工事等受注者は、特記仕様書及び本資料のフロー図に基づき、電気契約関係書類(電気使用申込書（控）、施工証

明書、台帳情報及び写真などの資料）を工事等担当課に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（25）～（29）請求書発行と内容確認・支払手続き 【発注者】 

発注者間で請求書等の確認を行い、問題がなければ、支払い手続きを行います。 

 

 

 

 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の内容変更の契約が完了したため、電気契約関係書類を提出します。

　・照明灯管理番号　：　123-45-678（○○市○○町○－○）
　・お客さま番号　：　12-34-5678-999999
　・契約名義　：　○土 123-45-678

添付図 葉、その他添付図書 電気使用申込書（控）、施工証明書、台帳情報、写真

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯設置工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《内容変更》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

12 ページの全体フロー図のうち、「工事等受注者」（黄色着色）の欄が、【受注者向け】の記載となります。 

また、12 ページのフロー図中の（１）～（29）と、13 ページ以降の（１）～（29）が対応しております。 

 

 

３－３ 契約廃止の手順                                 ※表中の「工事」には修繕も含む。 

総務運営課 

（支払担当） 

台帳管理担当 

（発注者または 

各課管理担当等） 

工事等担当課 

（発注者） 
工事等受注者 電力会社 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）担当間の事前協議により、台帳管理担当を選定 

（２）工事等発注 

（３）工事等請負契約 

の締結 

（４）電気契約手続き 

の準備を指示 

（５）現地調査、 

廃止内容の作成 

（６）廃止内容（案）

の提出 

（７）廃止内容（案）

の審査 

（８）廃止内容（案）

の確認 

（９）下記番号の契約を 

廃止する旨、記録 

◎ 台帳上の管理番号 

◎ 個別のお客さま番号 

（10）電気契約 

廃止手続きの 

指示 

（11）契約廃止

のＷＥＢ申込 

（※） 

（12）受理 

（17）照明灯及び管理番号標 

の撤去工事 

（工事担当者へ連絡） 

（13）ＷＥＢ廃止申込の 

受理確認メールを 

工事担当者へ転送 

（14） 

台帳管理 

担当者に 

メール転送 

（15）台帳に追記 

（メールも保存） 

◎ 廃止申込日 

◎ ＷＥＢ受付番号 

◎ 引込線切断日 

◎ 照明灯撤去日 

（18）工事完了 （19）送電停止 

（25） 

請求書の発行 

（20）下記資料を提出 

 

☆ ＷＥＢ廃止申込一式 

・（15）のＷＥＢ受付番号等

がわかるメール等 

☆ 契約廃止により廃止 

される電気契約情報 

・ お客さま名 

・ お客さま番号 

・ 供給地点特定番号 

☆ 工事月報 

・（16）の引込線撤去日や

照明灯撤去日 

・撤去した灯具の数と規格 

☆ 施工証明書 

☆ 写真 

・ 上記台帳情報を判読

できるもの 

（21） 

資料の受理 

及び提出 

（紙＋データ） 

（22） 

資料の保存 

（紙＋データ） 

（共有フォルダ格納） 

（23） 

共有フォルダへ格納後、

関係者に周知 

（24） 

支払担当者へ廃止契約分

の下記について情報共有 

 

◎ 送電停止日（＝廃止日） 

◎ 最終支払日 

◎ 集約請求お客さま番号 

◎ 個別のお客さま名 

◎ 個別のお客さま番号 

◎ 担当職員名（監督員） 
（26） 

請求書の受理 

（28） 

請求書の確認 

（電気料金マッチングシステム） 

（27） 

請求書の複数チェック 

（廃止契約の反映確認） 

（29）支払い手続き 

（16）引込線の 

切断工事 

照明灯が不要になり、撤去工事等が必要な場合、以下のフロー図に従い、必ず電力会社との契約を廃止すること 

支払担当者から請求書の写し等が

届かない場合は、必ず支払担当者

に問合せを行うこと。 

電気使用申込書（控）を添付

し、行政文書管理システムで

資料登録等 

（同一の文書番号の枝番号で管理） 

《契約廃止》 
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

 

【12 ページ中、契約廃止フロー図（11）※】 【受注者】 

WEB 廃止申込（公衆街路灯契約のみ）の手続きに必要な申込 URL やシステム利用マニュアルなどは、関西電力

（株）のホームページを参照ください。 

 【関西電力ホームページ】 https://biz.kepco.jp/construction/teiatsu/ 

 

〇 「公衆街路灯契約の契約廃止」手続きについては、工事等受注者が WEB 申込を行ってください。 

〇 「公衆街路灯契約以外（WEB 廃止申込未対応）の契約廃止」については、従来どおり、工事等受注者が電話

による廃止申込を行い、電話の日時や相手方等の記録を、工事打合せ簿にて工事等担当課へ提出してください。 

 

 

 

（１）事前協議 【発注者】 

  工事等担当課と台帳管理担当間で、設置予定の照明灯の設置場所や数量、電気容量等について協議します。 

 

 

（２）～（３）工事等発注時における仕様書等への明示 【受注者】 

工事等担当課は、照明灯の廃止工事等で、照明灯撤去（一時的な撤去含む）を行う場合、特記仕様書等に次のよう

な文章を明示することになっておりますので、本要領書に基づき、工事等受注者において確実に実施いただきますよう、お願

いいたします。 

 

「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事または修繕を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等にかか

る電力会社との契約手続きについては、最新版の「道路照明灯等の電気契約事務に係る要領書【受注者向け】」に基

づき、工事等受注者において確実に実施しなければならない。」 

  

 

（４）電気契約手続準備の指示 【発注者】 

現地調査及び電気契約廃止に必要な事項（お客さ

ま番号や照明灯番号など）の調査について、工事等担

当課から工事等受注者に対して、工事打合せ簿により

指示します。 

 

 

 

（５）～（６）電気使用廃止申込内容の提出 【受注者】 

工事等受注者は、現地調査結果を踏まえて電気

契約廃止に必要な事項（大阪港湾局と電力会社

間で締結済の現契約のお客さま名、お客さま番号、

住所、電柱・引込柱番号、及び廃止内容等）を工

事打合せ簿により工事等担当課へ提出してください。 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の電気契約廃止手続きのための、現地調査及び電気契約廃止に必要な事
項の調査を指示します。

　・撤去所在地　：　○○市○○町○－○

添付図 葉、その他添付図書 道路照明灯台帳

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《契約廃止》 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯について、電気契約廃止に必要な事項を提出します。

　・撤去所在地　：　○○市○○町○－○

　照明灯番号　：　○○○○
　電柱番号　　：　○○○○

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

https://biz.kepco.jp/construction/teiatsu/
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大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 

（７）申込内容の審査 【発注者】 

  工事等受注者から提出された電気使用廃止申込に必要な事項について、工事等担当者が審査します。 

 

 

（８）～（９）申込内容確認、台帳との照会及び既存契約の確認 【発注者】 

  台帳管理担当は、電気廃止申込に必要な事項の確認を行い、台帳の情報と照会すること。 

 

 

（10）電気契約廃止手続の指示 【発注者】 

  電気契約廃止申請の手続き、工事等完了時におけ

る電気使用申込書等の電気契約関係書類の提出及び

廃止手続経過の記録について、工事等担当課から工事

等受注者に対して、工事打合せ簿により指示します。 

 

 

 

（11）～（16）電気契約廃止申込～受付番号聴取～引込線切断 【受注者】 

工事等受注者は、電力会社の HP より WEB 廃止申

込を行い、自動配信される申込み完了メールの画面、申

込番号、手続き経過を打合せ記録簿に記録し工事等

担当課へ提出してください。 

また、工事月報にも、廃止手続きを行ったお客さま番

号・照明灯番号・申込番号等を記録し、工事等担当課

へ提出（転送含む）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《契約廃止》 

（ ）

（内容）

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事

　電力会社への道路照明灯廃止の手続き経過
　○月○日（月）13:15　WEB廃止申込
　　　　　　　　　　　　　　【申込番号：○○○○○○○】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　○月○日（金）15:00　道路照明灯の撤去完了

様式－２４

工事名：一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事 工期 令和　　　年　　　月　　　日から

受注者：○○○○ 令和　　　年　　　月　　　日まで

上　　半　　期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年 月 下　　半　　期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜　　　　　　日

天　　　　　　候

そ　 　の 　　他

種            別

○

※記事に設計変更に関する協議の記載がある場合は、課長欄に署名又は押印すること。

※下半期分提出時に記入すること。

照
明
灯
○
○
○

‐
○
○
 

撤
去

（
申
込
番
号
○
○
○
○
○
○

）

工　事　履　行　報　告

予定工程 実施工程 備　　　考

        ％         ％

総括監督員 主任監督員

記
　
　
　
　
　
事

監督員 副監督員

現　場　代　理　人

工 事 月 報 課
長（ 工 事 履 行 報 告 ）

平成

気　　　　象　　　　状　　　　況

工
　
　
程

工　　　　　　　種 日　　　　　作　　　　　業　　　　　状　　　　　況

照明等撤去

（ ）

（内容）

協議書（打合せ簿）

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事

　下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約の廃止手続きを指示します。

　・照明灯管理番号　：　123-45-678（所在地：○○市○○町○－○）
　・契約名義　：　○土 123-45-678
　・変更内容　：　LED灯容量変更　100W → 60W

　工事完了時に、手続き時の申込番号等を記した打合せ記録簿を提出すること。また、工事月
報に撤去した照明灯のお客さま番号、照明灯番号、申込番号を記録すること
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（17）～（19）照明灯撤去工事実施・工事完了報告・検査 【受注者】 

工事等受注者は、電力会社による引込線の切断工事を確認した後、照明灯の撤去工事を実施してください。 

 

 

（20）～（24）電気契約関係書類の提出・保管・共有 【受注者】 

工事等受注者は、本資料のフロー図に記載の打合せ記

録簿や工事月報のほかに、関係書類（施工証明書、撤去

照明灯管理番号標、写真等）を工事等担当課へ提出し

てください。 

 

 

 

 

 

（25）～（29）請求書発行と内容確認・支払手続き 【発注者】 

  発注者間で請求書等の確認を行い、問題がなければ、支払い手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）

（内容）

　下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約契約が完了したため、関係書類を提出します。

　・照明灯管理番号　：　123-45-678（○○市○○町○－○）
　・お客さま番号　：　12-34-5678-999999
　・契約名義　：　○土 123-45-678

添付図 葉、その他添付図書 施工証明書、管理番号標、写真

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□届出

□その他

工事名 一般国道　○○○号　道路照明灯撤去工事

協議書（打合せ簿）

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○○日

《契約廃止》 
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３．お客さま名のつけ方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客さま名の文字数については、以下のとおりです。 

漢字：全角２０文字 

カ ナ：半角１３文字（濁点、半濁点は２文字換算） 

      ※記載可能な記号は、”ー” 、 “(“ 、 “)” の 3 文字のみ 

 

 

 工事等担当課がお客さま名を決定し、これを工事等受注者に指示しますので、その指示したお客さま名をつけていただ

きますよう、お願いいたします（工事打合せ簿により、工事等担当課と工事等受注者間でやり取りを行ってください）。 

 


